
 
⾃治会⻑会に係る Q&A 

 
Ｑ１ 隊員やその家族は、自治会などの地域団体にも加入するの？ 
Ａ１ 自治会などの地域団体にも加入については、隊員個人の判断に委ねてお 

り、⼀概にはお答えすることは困難ですが、隊員やその家族は、今後、⻑ 
きにわたり、地域に居住し、地域の⼀員として共存していくこととなるこ 
とから、地域行事やボランティア活動などへの参画を通じて、⼀日も早く 
地域の⼀員として受け入れていただけるよう、取り組んでいきたいと考え 
ております。 

 
Q２ 地域交流はどのように考えているの？ 
A２ ⼀例を申し上げれば、ボランティア活動や夏祭りなどの地域行事への参 

加のほか、駐屯地創立記念行事、体験搭乗、隊内生活体験などの行事等を 
通じて地域参画を予定しています。 

 
Q３ 配備されるオスプレイの訓練はいつはじまるの？ 
A３ ７月９日から順次移駐を開始し、８月中旬には移駐を終える予定です。 

訓練については、移駐が完了した機体から順次必要な準備が整い次第、順 
次訓練を開始します。 

 
Q４ 配備されるオスプレイの訓練内容は？ 
A４ 佐賀駐屯地（仮称）に所属する航空部隊が行う主な訓練は、陸自の航空 

部隊が⼀般的に行う訓練同様、佐賀空港内で行うホバリング訓練、場周経 
路やその周辺の空域で行う基本操縦訓練、佐賀空港又はその周辺以外の演 
習場等で行う部隊訓練があります。 

 
Ｑ５ 目達原駐屯地のヘリコプター50 機は、いつ移設するの？ 
Ａ５ 陸自 V−２２オスプレイ以外の陸自ヘリコプターの移駐時期について 

は、陸自 V−２２オスプレイ配備後の施設整備の状況を踏まえて検討する 
こととしており、現時点で決まっていません。 

 
Ｑ６ 駐屯地に関する問い合わせは、どこに連絡したら良いの？ 
Ａ６ 駐屯地の問い合わせ先については、下記のとおりです。 

代表番号：０９５２−４３−３６８４ なお、電話番号については、駐屯 
地開設後開通予定です。 


